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Method of central registration of tuberculosis cases (including suspects) at prefectural level 

was introduced in this report.

In Japan, tuberculous patients are registered at the local health centres , which are distributed 
all over Japan. As the total number of health centres is over 850 , it is rather difficult to get 
doctors who are concerned with tuberculosis problems in all the health centres especially in 

peripheral part of the country. On the other hand, as the incidence and prevalence of 
tuberculosis have been declining so markedly and as the system of analysis of informations has 

been developed so extensively it is possible to establish the central registration system for 

tuberculosis cases at the prefectural level even by using mini-computer . It will give more 
correct, precise and useful results of analysis and will elucidate more clearly and correctly the 

problems of tuberculosis in each health centre, even though there is no tuberculosis specialist 
in health centre.

In 1975, the Committee for Tuberculosis Surveillance in Okinawa Prefecture was established 

and the studies for central registration of tuberculous patients was launched . The total 

population in Okinawa Prefecture is about 1 million and the total registered patients including 

suspects and inactive after treatment are about 7 ,000 at present. The data imput to mini
computer are shown in Table 1. Priority was given on the cohort analysis of patients because
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of the lack of such kind of informations and the importance of improvement of longterm 

treatment in Japan.

To minimize the work at health centre, copies of registration cards, and application forms 

for treatment expenses by the Tuberculosis Control Law are used as information sources. Several 

informations such as the list of cases completed treatment, etc., are collected, too, as shown 

in Figure 1. All these data were imput to mini-computer and all the individual data are up

dated. The total number of informations to up-date the data in these three years are shown 

in Table 3.

One full-time clerk to accept the information and to give code number for each information 

is required. Two epidemiologists and one computer operator are working for the central 

registration, although they spend less than one-fifth of their time for this work.

The results of analysis are reported to the Committee for Tuberculosis Surveillance in 

Okinawa Prefecture, and realistic ways of improving tuberculosis control measures are discussed. 

The central registration system at Prefecture level is being considered as possible and  useful for 

the surveillance of tuberculosis in the future.

VII.　県単位で の登録集中化の試み

1.　 登録集中化の必要性

わが国では年末 の 「定期報告」に より詳 しい結核統計

が とられ てきた。 これ を用 いて,結 核サ ーベイランスの

重要 な情報 が得 られ る ことはす でにみ てきた通 りであ る。

しか し,定 期報告は一定 の様式に よつて全国 の保健所か

ら提 出され る統計表 なので,現 在行なわれてい る以上の

統計を集 めることや,様 式をかえて複雑な統計を求め る

ことは,実 際上困難であ るとい う欠点を持 つてい る。 例

えば,治 療成績 の実情を把握す るために必要な コーポル

ト分析な どは,現 実には不可能であろ う。

将来結核が更に減少 し,結 核専 門医が更に少な くなつ

ていけば,保 健所 ごとに報告を求め ることの利 点は少 な

くな る一方,関 心の低下な どに よ り精度 が落 ち ることも

考え られ よ う。

一方,情 報処理能 力は最近 飛躍的 に発展 し,結 核は減

少を続けてい るので,県 単位 の登録 集中化 の実施が今 で

は可能 となつて きた。集中化ができれば,必 要 に応 じて

詳 しい分析を行な うことが 可能 とな り,統 計 の精度 の向

上 をはかる ことができ,中 央 で地域別 の成績を比較分析

す ることに よつて,従 来 は得 られ なかつた貴重 な資料を

加える ことが可能 となる。結核専門医 の減少に伴い,一

定 の単位 での登録集 中化は,今 後 ます ます必要性が増加

す る と考 えられ る。

結核研究所 では,1975年 以来,沖 縄県 と共同 して,結

核登録情報 の県単位での集中化を試みて きた。本編 では,

この経験に基づいて,県 単位での登録 情報 の集中化 の方

法について概略を述べたい。 これに よつて得 られ た成績

の一部はすでに報告1)～3)して きたが,今 回は これ にはふ

れず,登 録集中化 の方法について述べ ることとしたい。

2.　 登録集中化の試み

全国的な登録集中制度を最初に確立 したのはデ ンマー

クで,1920年 のことであつた。 古 くか らの結核対策 の歴

史 と,全 国的な胸部 ク リニック網の完備 の うえに作 りあ

げ られた組織であ る4)。 中央登録 といつて も人 口500万

に満たない国であ り,結 核罹患率 は低 いので,最 近数年

の新 登録者数 は500人 に達 していない。 これに よつ て定

期的 に詳 しい情報 を打 ち出 し,結 核対策に活用 して きた

が,数 年前 か らはDanish Tuberculosis Indexは 「臨床

疫学研究所」 に発展 して,慢 性疾患の研究 にその活動を

拡げ ている。 デンマーク以外で も,オ ランダ,ス ウェー

デ ンそ の他 で,同 様 の試みが行なわれて きた。

1973年 以来,オ ランダ5),ド イツ6)で は,結 核 サーベ

イランスの一環 として,登 録患者について一定 の形式 に

よる集計,分 析が行なわれ るよ うになつた。 これ は患者

発見 ・治療 のサ ーベ イランスのモデル ともいえる分析 で

診断につい ては,発 見動機patient's delay,doctor's

 delayな どの項 目を含 み,治 療 に関 しては排菌陰性化 ま

での期間,入 院期間,休 業期 間,治 癒 までの期間 などの

項 目が含 まれてい る。 しか し,こ れ らいずれ の国 で も断

面調査を繰 り返 す ことに よつ て情報 を入手 してお り,コ

ンピュー ターを使 つて最新 の情報を常に保持す るまでに

は至つていない。

わが 国では1971年 か ら大阪府が府単位で結核情報の集

中化 の研究を開始 した7)。 これは,コ ンピュー ターを駆

使 して行 な う方法 で,1人 の登録者について1,066カ ラ

ムに及ぶ情報を入力す るシステムを考案 し,1保 健所 で

実験を試みた8)° しか し,作 業量 が多すぎ,実 施 には至

らなかつた。そ の後,コ ーポル ト分析を可能 とする簡単
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な情報処理方法 も考案9)さ れたが,実 施には至つていな

い。 この他 に も,登 録集 中化 を計画す る府県はあつたが,

現在 の ところ,沖 縄県 を除けば,実 施段階には入つ てい

ないのが実 情であ る。

3.　 沖縄県での試み

結核研究所は1968年,1973年 の2回 の沖 縄県 結核実態

調査を通 じて,沖 縄県 の結核対策の改善 に協 力 してきた

が,こ の間,沖 縄県の結核事情への理解 が深 ま り,人 的

交流 も重 な り,両 者 の協力に よつて,よ りよい結核対 策

をすすめ るべ く検討が重ね られた。 この結果,1975年 に

「沖縄県結核サ ーベイランス委員会」が組織 され,県 単

位 での登録集中化 の試みが開始 された。

この ような形 での登録集中化は,世 界で も最 初の試 み

なので,慎 重な準備が重ね られた。

第1の 問題は,個 人 のデータを電算機に入力す ること

となるため,秘 密保持を どのよ うに して確保す るか,個

人識別 を どの ように して行 な うか,の 問題 であつた。 こ

のために,全 保健所 で会議を重ね,関 係者全員 の意見を

聞いて検討 が重 ね られ た。 この結果,二 重登録 のチェ ッ

ク,再 登録,移 動 な どの場合 に大 きな利点を もつ,い わ

ゆ る背番 号制の採用 は見 あわせ,保 健所 ご との登録番号

で個人を識別す ることが決 め られ た。

コンピュー ター処理を行 な う結核研究所 では登録番号

のみですべての処理を行ない,個 人名は保健所 で番号 と

対比 して初めてわか るように した。 情報 の入力,出 力は

すべて 「サ ーベ イランス委員会」の席で決定 を得 た うえ

で行な うよ うに した ことはい うまで もない。

第2の 問題は,ど の よ うに して保健所 での仕事 の負担

を少な くし,し か も必要な情報 を得 るか,と い う問題 で

あつた。結核予防法22条,34条,35条 に よる届 出 または

申請書は重要な情報源 とな るが,こ れ らは3年 間保存 し

なければな らず,氏 名な どの記載があ るため,こ の まま

情報源 とす ることは不可能 と考え られた。

このため,こ れ らについては県で コピーを作 り,患 者

氏名,住 所 などは マジ ック ・インクでぬ りつぶ し,1カ

月ご とに まとめて県か ら研究所に送付す ることとした。

この他 に もい くつか の情報が必要 とな るが,こ れ らは後

で述 べる ように,で きる限 り簡単 な ものと し,保 健所職

員の負担 を少な くす る ように努 力 した。

第3の,そ して重要 な問題 は,ど の ように して結核対策

の改善 に実 際に役立 てるかの問題 である。サ ーベイラン

スは,あ くまで沖縄県 の結核対策 の改善を 目的 と して行

なわれ るものであ り,研究 のために行 な うのでは ない。そ

こで,会 の運営 にあたつては,常 に具体 的な問題を 明 らか

に し,改 善 策を明 らかにす るように努 力する こととした。

現在 までに3年 間経過 し,発 足 後,年 に3,4回 の委

員会が開かれて きた。 この間,沖 縄県の結核 まん延状況

の推移,結 核疫学像の特徴を討 議 し,同 時 に耐性検査方

Table 1.Data imput to computer

*Number of column used for
.

法の改善,予 防投薬対 象者の選定基 準の改善,慢 性排菌

者対策な ど,具 体的な改善 に努力を重ね,今 日に至つ て

い る。

4.　 県単位での登録集中化の方法

i)　保持 して いるデー タ

われわれが現在 コン ピューターで保持 してい る個人 デ
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ー タは表1に 示 す通 りであ る。個人識別 のために18カ ラ

ム,登 録 時の病状 として12カ ラム,治 療状況,経 過を把

握 す るためのデータ15カ ラム,現 在 の状況 の把握 に8カ

ラム,そ の他 の情報 に10カ ラムが用 い られ,合 計64カ ラ

ムのデータが入 力され ている。

=登録集 中化 の 目的 に よつ て,入 力すべ きデータは変わ

つ て くるはず である。われわれ も最初は,家 族数,家 族

の うちの小児 の人数 などを入力 し,家 族検診 の状況を把

握 しようとした。 しか し実際には,登 録後早期に とらね

ば な らない対策 につ いてのデータを入力 し,そ の実施状

況 をチ ェックす ることは,時 間的に も労力的に も極めて

困難 であ ることが 明らか となつた。保健所では従来の ビ

ジブル ・カー ドを保持 してお り,現 場での対策は これ に

よつ て行なわれ てい る。 したがつて,登 録集中化で入力

す べき情報は,患 者発見,治 療のサーベイ ランスに必要

な情報であ る。 この よ うな立場か ら,表1に 示 した36項

目のデータを入力す ることとなつた。

TSRUは10),患 者発見,治 療 のサーベイ ランスに必要

なデー タとして,次 の項 目をあげてい る。(1)登録 番号,

(2)保健所番号,(3)人 種,(4)新 登録,再 登録 の別,(5)性,

(6)年齢,(7)排 菌 状況,(8)婚 姻状況,(9)発 見動機,(10)発見

時の症状,(11)patient's delay,(12)doctor's delay,(13)両者

の合計期 間,(14)抗酸菌 の種類,(15)耐性検査成績,(16)1年

間の治療状況(完 全か,不 完全か),(17)治療期間,(18)入院

の有無(19)受 療機 関,(20)初め1年 間の治療方式,(21)菌陰

性化の時期,(23)休業期 間の22項 目である。 これ らの項 目

の うち,わ れわれ のシステムで入力 していない重要な項

目は,patient's delayとdoctor's delay,お よび治療状

況(完 全か,不 完全か)の3項 目であろ う。患者発 見 ・

治療の問題点を把握す るために,今 後新 たに集中化 を行

な う場合には,こ れ らの項 目を参 考にす る とよいだ ろ う。

TSRUの 方法 に比較す る と,わ れわれ の方法 では,経

過が詳 し くとられ てい ることが 目立つ。新登録患者 の平

均 治療期 間が17ヵ 月11)とい うオ ランダと,長 期治療例が

なお多いわが国の問題点 の相違 に基づ いているといえ よ

う。 また,わ が国では,極 めて豊富 な結核情報を もつに

もかかわ らず,コ ーポル ト分析が ほ とんど行 なわれ てい

なかつたため,こ れ に重点 を置 いてデータが集め られ て

い ることも一つ の特徴 といえ よう。

いずれ に して も,こ れだけ のデータか ら得 られ る情報

は極 めて豊富 である。年末 の定期報告 の各様式 の統計表

は もちろん,新 登録患者 の排菌陰性化率 曲線,治 療期間

の分布,転 出入 の状況,死 亡例 の分析,転 症例 の分析,

治療失敗例 の分析 など多様 であ る。 これ らの成績を県全

体 と して分析 し,保 健所別に も比較 して,問 題点を明 ら

かにす ることがで きることは,登 録集中化の大 きな利点

といえ よう。

ii)　必要 な情報 の種類

上述 のデータを常に最新の状態 に して保持 す るために

は,多 くの情報を常に得 るように し,入 力 していかなけ

ればな らない。われわれが行なつてい る方法 の大要 を示

す と,図1の 通 りであ る。

出発点 とな る基本情報を得 るため,開 始前 には全数調

査を実施 しなければな らない。われ われ は1974年 末現在

で登録者全員についての調査 を行 ない,マ スター ・ファ

イルを作 成 した。 これ が一度作 られれば,以 後は新 しい

Fig.1. Flow chart for central registration of tuberculosis cases in OKINAWA Prefecture.
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データの入力 のみ で,情 報を更新す ることがで ぎる。

図に示 した ように,ま ず全員 の入力情報 の要点を 「総

登録者索 引簿」 に,保 健所 ご とに2部 ずつ打 ち出 した。

1部 は保健 所での登録 者台帳 とし,も し誤 りが あれば訂

正 して1部 を返送 して もら うこととした。結核 予防法22

条に よる新登録患者届出票,34条,35条 に よる医療費公費

負担 申請書は コ ピーを作 り,氏 名な どを消 して,毎 月,

保健所 ごとに まとめて送付 して もら う。治療終了者,転

入 ・転 出者,登 録削除者 の連名簿はいずれ も,登 録集中

化 を行 な うためには不可欠 の情報 とな る。 このため,治

療終 了者は登録番号,生 年 月 日,性,指 示終了 の年月を

記 入 し,転 出入者 は登録番号,性,生 年 月 日のみ の連名

簿 とす るな ど,で きるだけ簡単 な もの とし,保 健所職員

の負担 を少な くす るように努 力 した。 また,県 外か らの

転入者は,22条 と同 じ形式 で情報 を求める こととしてい

る。

この他,管 理検診結果の入力が必要 とな る。 上記 のデ

ータはすべ て毎 月まとめ て入力す ることとしてい るが,

管理検診は1年 に1回 だけ行なわれ ることが多いので,

1年 に1回 の入 力 としている。年末に管理検診対象者の

登録番号 な どを一定 の書式 で打 ち出 し,管 理検診 の結果

をそれ ぞれ の欄 に記 入 した うえで返送 して もらう方法を

とつてい る。

この ように してデー タを入力 した後 に も,な お病状不

明の ものについては,登 録番 号その他 を打 ち出 し,も し

データがわかつていれば記入 して返 送 して もらい,病 状

不明者を1人 で も少な くす るよ うに努めてい る。

iii)　情報量 と仕事量

1975年 か ら77年 までの3年 間に,実 際に入力 した情報

量 は表2の 通 りである。1975年 には,治 療終了者連名簿

を作 つていなかつ たた め欠け てお り,病 状問合せ も行な

えなかつたが,登 録者1人 当 り年 間平均 ほぼ2件 の入力

情報量 とい うこととなる。 この他 に随時,デ ータの訂正,

確認な どを行なつてお り,必 要 に応 じて入力 しているの

で,実 際の入力は これ よ り多い ことはい うまで もない。

県か ら送付 されて きた 「登録 票の コピー」そ の他 のす

べ ての書類は,結 核研究所で コー ド番号に書 きかえ られ,

パ ンチカー ドを作成 し,入 力す ることとな る。 したがつ

て,登 録者数が約7,000人 で,年 間1万 数千枚の書類の

受 付,整 理,コ ー ド番号化 を行 なわねばな らない ので,

1人 の専 任の職 員が必要 となる。 パ ンチカー ドの作成 の

時 間は比較 的短 時間ですむ が,常 に送付 され て くる情報

を処理す るためには,い つで もパ ンチ カー ドを作成 でき

る態勢を整えてお くことが必要 となる。

われわれは現在小型 コン ピュー ター(Wang2200)で

この情報を処理 してい る。 これ らの情報を処理す るため

には,す べ ての情報を登録番号順に ソー トしてお き,登

録番号,性,生 年 月 日の13桁 の数字が一致 した情報 のみ

を入 力す ることと したが,実 際には生年月 日の記入の誤

りが多 いので,不 一致例 はデータを打 ち出 してチ ェ ック

を行 な うだけで,新 情報 の入力 は許す ように した。

これ らの入力のためには,比 較的複雑 なプ ログラムが

数多 く必要 とな る。 このため,コ ンピューター処理 のた

め の専門職員が1人 必要 とな り,出 力情報 の解析のため

に結核を専門 とす る濠学者 も必要 となつて くる。 しか し,

これ ら職員 の仕事量は,そ れぞれ1人 の専 任職員がい る

とすれば,年 間仕事量 の約1/4な い し1/5を 占め る程度

といえ よう。

v)　出力情報

定期報告 に必要 なすべ ての情報 は入力 され ているので,

定期報 告の統 計6様 式 は容 易に打 ち出す こ とが で き る。

この場合,人 手に よつて製表 する より遙 かに正確 な製表

が可能 とな る点が大 きな長所 となる。 問題点 は,今 のと

ころ整理に時間がかか り,2月15日 の提 出期 限直前 にな

Table2. Number of Informations Imput for Central Registration of Tuberculosis

 Cases in OKINAWA Prefecture

*Including the transferd cases from the other prefecture.

**Application forms are submitted every 6 months.

°These informations were not yet collected in 1975.
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らない と製表で きない点であ る。

しか し,な れ るに従つて この困難は克服 で きると思わ

れ る。

は じめ年4回 の打ち出 しを計画 したが,保 健所か らの

書類 の送付 の時期 が揃わ ないため,全 情報 を一定時期 ま

でに入力する ことが難 しく,年2回 の打 ち出 しが今年か

ら可能 となつ た。ただ し,情 報処理 システムは完成 して

いるので,書 類 の提 出時期を揃え ることがで きれば,何

回 でも打ち 出 しは可能 とな ろ う。む しろ,そ の解析 と利

用が困難にな ると考え られ る。

沖縄県では,占 領中BCG接 種が行なわれなかつたた

め,30歳 未満の年齢 層での結核 罹患 率が他府県 に比 して

高い。 このため,初 めは小児 結核患 者の分析,予 防投薬

の実態 の解 明を重点 とし,現 在は20歳 代,30歳 代 の結核

の問題 を重点 としている。 また,慢 性排菌者対策 もテー

マと して取 り上げた。 これ らの問題につい て資料が提出

され,討 議 を重ね,委 員会 のたびに具体的な結論が出 さ

れ,一 歩ずつ改善 してい る点が,沖 縄県サ ーベ イランス

委員会 の大 きな特徴 といえ よ う。 これ らの内容について

は別 の機会に報告す る予定 であ る。

VIII.　お わ り に

サ ーベ イランスは情報 の収集,分 析 にあたる機 関だけ

の仕事ではな く,実 際に結核対策 の各分野 にたず さわ る

全員にかかわる系統的 な仕事 である。結核研究所 では,

1975年 以来,結 核 サーベイ ランス体制 の確立に関す る研

究に と りくみ,都 道府県 レベル,保 健所 レベルでのサ ー

ベイ ランス,お よび県単位 での登録集中化 の方法 の三つ

のテーマにつ いて,そ の具体的 な実施方法につい て検討

を重 ねて きた。現在,こ れ らいずれについて も,情 報 の

収 集,分 析 の方法はほぼ確 立 した といえ よ う。今後は,

従来,特 定 の府県で のみ行なつて きた フィー ド ・バ ック

を更に拡げ,フ ィー ド・バ ックのためのシステムを確立

す ることが重要な問題 になつて くる と考え られ る。

1961年 に登録制度 が確立 した ときに比 し,結 核 まん延

状況は著 し く改善 した。化学療法 の進歩,結 核疫学 の発

展 も著 しい。 今回,非 常 に広範 な問題 を含む 「結核 のサ

ーベイ ランス」 のご く概略 を4編 にわたつ て紹介 してき

たが,今 後 の結核対策が より有効 にすすめ られ ることを

念願 しなが ら,こ の稿を終わ りたい。

当研究は厚生省特別研究 「結核のサ ーベ イランス体制

に関す る研究」 と して行なわれた ものの一部であ る。
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